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農林水産部
耕
作
放
棄
地
ゼ
ロ
を
目
指
し
て

去
る
５
月
３１
日
（
木
）
、
那
覇
市

内
の
沖
縄
県
水
産
会
館
に
お
い
て
、

耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
及

び
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
農
林
水

産
省
と
沖
縄
総
合
事
務
局
共
催
に
よ

る
「
遊
休
農
地
発
生
防
止
・
解
消
に

向
け
て
の
説
明
会
」
が
沖
縄
県
、
市

町
村
、
農
業
会
議
、
農
業
委
員
会
及

び
Ｊ
Ａ
な
ど
の
担
当
者
（
約
６０
名
）

の
参
加
の
下
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

農
地
は
、
農
業
生
産
に
と
っ
て
最

も
基
礎
的
な
資
源
で
あ
る
と
と
も
に
、

国
民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
に

と
っ
て
重
要
な
基
盤
で
あ
り
、
多
面

的
機
能
も
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
有
効
利
用
を
図
っ
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
高
齢
化
、

労
働
力
不
足
等
に
よ
り
耕
作
放
棄
地

は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
優
良
農
地
と
し
て
有
効
利
用
す

べ
き
農
振
農
用
地
区
域
内
の
農
用
地

に
お
い
て
も
耕
作
放
棄
地
の
増
加
が

懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

・
耕
作
放
棄
地
面
積(

農
林
業
セ
ン
サ
ス)

の
現
状
を
見
る
と
、 

 
全
　
国 
平
成
１２
年 

３
４
３
・
０
千
ha 

　
　 

↓
平
成
１７
年 

３
８
６
・
０
千
ha 

沖
縄
県 

平
成
１２
年
　
　 

３
・
４
千
ha

　
　 

↓
平
成
１７
年
　
　 

３
・
２
千
ha 

 

・
耕
作
放
棄
地
率
、 

 

全
　
国 

平
成
１２
年
　
　
８
・
１
％ 

　
　 

↓
平
成
１７
年
　
　
９
・
７
％ 

沖
縄
県 

平
成
１２
年
　
　
１０
・
１
％ 

　
　 

↓
平
成
１７
年
　
　
１０
・
９
％ 

 

・
優
良
農
地
と
し
て
確
保
し
て
お
く
べ
き

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
農
用
地
区
域
内
の
耕
作

放
棄
地
面
積
（
平
成
１８
年
農
業
資

源
調
査
）
を
見
る
と
、 

 

全
　
国
　
１
５
３
・
０
千
ha 

　
　
　
　
　
耕
作
放
棄
率
３
・
５
％ 

沖
縄
県
　
　  

１
・
７
千
ha 

　
　
　
　
　
耕
作
放
棄
率
４
・
０
％ 

 

こ
う
し
た
耕
作
放
棄
地
の
増
加
傾

向
か
ら
、
国
の
経
済
財
政
諮
問
会
議

等
に
お
い
て
、
「
耕
作
放
棄
地
の
発

生
防
止
・
解
消
の
た
め
の
措
置
の
強

化
」
が
示
さ
れ
「
耕
作
放
棄
地
ゼ
ロ

を
目
指
す
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

　
そ
の
対
策
に
必
要
と
思
わ
れ
る
、

①
担
い
手
へ
の
利
用
集
積
等
の
取
組

支
援
　
②
企
業
等
の
参
入
円
滑
化
へ

の
取
組
支
援
　
③
農
地
等
を
集
落
等

共
同
で
管
理
す
る
取
組
支
援
　
④
市

民
農
園
と
し
て
の
活
用
へ
の
取
組
を

支
援
　
⑤
飼
料
増
産
・
放
牧
等
へ
の

取
組
支
援
　
⑥
植
林
転
用
に
よ
り
森

林
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
取
組
支

援
等
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

本
説
明
会
で
は
、
農
林
水
産
省
農

村
振
興
局
、
当
局
担
当
者
か
ら
「
遊

休
農
地
の
現
状
、
発
生
防
止
・
解
消

に
向
け
た
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
」
説
明
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
耕

作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
策
を
有

効
に
活
用
す
る
た
め
に
、
市
町
村
に

お
い
て
今
後
５
年
程
度
を
目
途
に
耕

作
放
棄
地
ゼ
ロ
を
目
標
と
す
る
「
遊

休
農
地
解
消
計
画
」
を
策
定
す
る
こ

と
と
し
、
そ
の
計
画
の
策
定
に
当
た

っ
て
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
説
明

を
行
い
ま
し
た
。
　 

　
会
議
の
中
で
は
、
沖
縄
県
に
お
け

る
耕
作
放
棄
地
ゼ
ロ
を
目
指
し
て
、

国
、
県
、
市
町
村
等
関
係
団
体
が
一

致
団
結
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 
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「
遊
休
農
地
発
生
防
止
・
解
消
に
向
け
て
の
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 


